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は　じ　め　に

　日独における従来のドイツ鉄道史の研究では，
プロイセン王国（Königreich Preußen）やバイ
エルン王国（Königreich Bayern）等の比較的大
規模な領邦（die Territorialstaaten）が，主にそ
の研究対象になってきた。その結果，これらの
領邦の鉄道史に関しては厚い研究蓄積１）が存在
する一方で，南西ドイツに位置し，欧州の東
西・南北交通の軸を形成するバーデン大公国
（Großherzogtum Baden）の研究蓄積は，その
地理的・経済的重要さにもかかわらず，相対的
に手薄である。例えばドイツでは，古くはミュ
ラー（K. Müller），シェーファー（O. Schäfer）
やクンツェミュラー（A. Kunzemüller），最近で
はエンツヴァイラー（H. J. Enzweiler）やヒッ
ペル（W. v. Hippel）等の業績が見られる。他方
で，日本では，小笠原茂，山田徹雄の業績や拙
稿が挙げられるに過ぎない２）。特にこれらの研究
では，ドイツの他の領邦や他の欧州諸国の大部
分が採用した軌間（Spurweite gauge）である，
１,４３５ mm（４フィート８.５インチ）の「標準軌
（Normalspur normal gauge）」または「スチー

ブンソンゲージ（Stephenson gauge）」と呼称
される軌間とは異なって，それより幅の広い 

１,６００ mm（５フィート３インチ）の「広軌
（Breitspur Broad gauge）」を鉄道建設初期に採
用したバーデンの政策が，「誤った選択」あるい
は「合理性を無視したもの」であると評価され
ている３）。このように，広軌の採用の要因を分
析し，これを政策の戦略性の観点から肯定的に
解釈した研究は国内外にこれまでになく，むし
ろバーデンの広軌採用は非合理的であり，標準
的なシステムから逸脱したもの，あるいは特殊
な事例として否定的に解釈されてきた。した
がって本稿では，バーデンが広軌を採用した技
術的・経済的要因を改めて分析して，１９世紀前
半ではその選択が合理性を有していたこと，お
よびバーデン政府が広軌の使用とその普及を戦
略的に企図したことを，一次史料に依拠して実
証的に明らかにする。そのために，ドイツの文
書館等で閲覧・収集した，バーデンの議会文
書・鉄道調査委員会の報告書，鉄道新聞，バー
デンと競合関係にあったフランスのアルザス
（Elsaß Alsace）地方の鉄道関連文書などの一次
史料を利用することとする。

I．　鉄道システムの選択的受容

　１８３８年に鉄道建設を決定したバーデンは，
「最高の機関車」４）を走行させるのための軌間，
軌条・枕木等の軌道構造を調査・分析し，取捨
選択を行った。内務省の水路・道路建設上級局
（Oberdirection des Wasser und Strassenbaues）
はマンハイム・ハイデルベルク間の鉄道建設の
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ために調査委員会を組織し，同年８月末に３名
の技術者を英国，ベルギー，フランスに派遣し
た。その調査委員会の報告書である『鉄道研究
のために英国に派遣された委員会の主要報告書
（Hauptbericht erstattet von der Commission, 
welche zum Studium der Eisenbahnen nach 

England abgesendet worden ist』（以下『主要報
告書』と略す）の第２章ＡとＢによれば，派遣
される調査委員は，「最適な軌間は何か」，「軌条
の形状と最適なシステム」を調査する旨あらか
じめ内務大臣から調査ポイントの指示を受けて
いた５）。まず鉄道システムの根幹をなす軌間６）

の選択が問題になった。なぜなら軌条（レール）
の間の距離が，機関車，貨車や客車，トンネル
などの関連施設の寸法（サイズ）を規定するか
らである。選択の際に「最適な軌間は何か」が
基準になった。上記『主要報告書』第２章Ａに
よれば，まず英国の最も著名な鉄道技師ブルネ
ル（Isambard Kingdom Brunel）７）がグレート・
ウェスタン鉄道（Great Western Railway以下
GWRと略す）で当時すでに実践していた超広軌
（２,１３４ mm　７フィート０.３インチ）や英国本土
の鉄道網と接続の必要ないアイルランドで採用
が考慮されていた軌間（当初は６フィート２イ
ンチから２.５インチを検討，のちに５フィート３
インチ）を参考にして，標準軌（当時の呼称は

狭軌）はなく，より幅の広い広軌の採用を決め
た８）。次いで，シャープ・ロバーツ社（Sharp & 
Roberts Co）を始めとする英国の機関車製造業
者への聴き取りを実施した（表１）。これは鉄道
の軌間に関する問題には機関車製造業者の知見
が欠かせないとの委員会が判断したためである。
これらの業者によると，運行上・安全上必要と
される軌間の範囲は，最大５フィート６インチ
から最小５フィートの間であった。リバプール
やニューキャッスルの別の製造業者も軌間の寸
法については具体的に言及しなかったが，広軌
を支持した。軌間の規格を争う競合相手である
ジョージ・スチーブンソン（G. Stephenson）で
さえ，マンチェスター・リーズ鉄道のような山岳
線では，５フィートの広軌が必要であるとした。
特に，調査委員会が信頼を寄せていた，シャー
プ・ロバーツ社の技師ロバーツ（Roberts）の意
見では，最適な軌間は最大５フィート４インチ
から最小５フィート２インチの間であった。彼
は，５フィート２インチは機関車製作にとって
不可欠な条件であるとし，５フィート４インチ
以上の軌間はいかなる場合も非実用的であると
した。調査委員会は，その中間値である５
フィート３インチ＝１,６００ mmを，バーデン国
鉄の軌間として採用することを勧告した。同時
に，１８３８年の鉄道法に記載された複線化を前提
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表１　調査委員会が聴聞した主な英国機関車製造業者の一覧表

調査委員会が聴聞を実施した主な機関車製造業者

軌間（最小）
単位：英フィート

軌間（最大）
単位：英フィート所 在 地会 社 名 *

５フィート５フィート４インチManchesterScharp & Roberts

───────５フィート６インチLeedsJackson

５フィート２インチ５フィート４インチNewcastle（Bedlingen）Longridge

５フィート３インチ───────WarringtonTayleur

５フィート２インチ５フィート６インチManchesterFairbairn

出典）GLA２４１. Nr２２, Hauptbericht erstattet von der Commission, welche zum Studium der Eisen-
bahnen nach England abgesendet worden ist, 1839, AbteilungⅡAより筆者が作成。

*会社名表記は原文のまま



として，堤頂（Kronenbreite）すなわち路肩幅
の設定も行った。線路の外側から ０.５ m，さら
に路肩の端まで ０.７５ m，両線路間に ０.６ mの空
間の確保を考慮して，その幅を ７.５ mとした９）

（図１−aおよび１−b）。軌間選定の後に調査委員
会は，軌道（Bahn）構造すなわち軌条（レール 
Schiene），枕木（Schwelle）とその固定方法，
道床を選定した。『主要報告書』の第２章Ｂによ
ると，委員会は，英 GWRのロンドン・ブリス
トル間やアイルランドのダブリン・キングスタ
ウン間などに導入された，橋形レール（Brück-
schiene）を縦列枕木（長枕木 Längerschwelle）
上に固定したシステム（図１−c）と，リバプー

ル・マンチェスター鉄道（Liverpool Manchester 
Railway）やフランスのパリ・サンジェルマン鉄
道（compagnie du chemin de fer de Paris à St. 
German）などに利用されていた，座鉄（チェア
Stuhl）で軌条を固定するシステムを比較検討し
た結果，バーデン国鉄が採用すべき「最適のシ
ステム」として，「橋形レール・縦列枕木（長枕
木）」の採用を勧告した１０）。この固定方式は，ブ
ルネルの軌道構造を導入したものであった。さ
らに委員会は，軌条の調達先（英国ウェールズ
地方の製鉄工場），調達・輸送コストや輸送ルー
トの検討，代理人の選定等も答申した１１）。調査
委員会の勧告に基づいてバーデン政府は軌間の
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図１－a　バーデン国鉄の軌道構造概念図（複線仕様）

出典） GLA241. Nr22., Abteilung Ⅱ A und B. より筆者が作成。
図１－b　バーデンの軌間と路肩幅の概念図（複線仕様）



選定を行い，５フィート３インチ＝１,６００ mm

の軌間・橋形レール・縦列枕木（長枕木）の方
式の導入を決定した。バーデンは，他国の技術
を無批判に受容するのではなくて，最高の機関
車を走行させるために，軌間を含む鉄道システ
ムを自ら主体的に選択した。

II．　広軌の経済性・安全性

　バーデンは，費用対効果（導入費・維持費と
性能面）を勘案して広軌を採用した。『主要報告
書』の中で，「最適な軌間」の選択の際にコス
ト・パフォーマンスの観点が考慮されていた１２）。
費用面で，広軌は建設費が高価だが，維持費・
営業費が比較的少額である。特に機関車の車軸
の摩耗しにくい，点検整備が容易である。他方
で，標準軌（当時の呼称で狭軌）は建設費が安
価だが，維持費・営業費が比較的高額である。
性能面では，広軌は動輪の直径，ピストン容積
を大きくできることで，高速性の追求が可能に
なる。加えて，広軌は重心を低くできるので，
横揺れ防止，安全性・快適性向上につながる１３）。
費用対効果の観点からこの報告書では広軌の採
用が勧告された。軌間決定の際にも①１,４３５ 

mm，②１,５００ mm，③１,６００ mmの三種類の軌
間が比較検討された。①は，標準軌の営業費用
は広軌の建設費用に比べて高く，技術的にも広
軌の方が機関車の各部に充分な強度を与えるこ
とができるとの理由で却下。②はタウヌス鉄道
（Taunus Eisenbahn）などで導入されているが，
実績が不十分であるとともに機関車製造業者の
要求を満さしていないとして却下，その結果，
機関車製造の際に，信頼性とともに技術的およ
び経済的効果が期待できる③の軌間が支持され
た１４）。この費用と効果という二つの要素を比較
考慮して，相対的に維持費・営業費が安価で，
性能が優れていると考えられる広軌を選択した。
　さらに，当時の鉄道会社や機関車製造業者は
標準軌（当時の呼称で狭軌）を，安全面および
性能面で最低限の規格とみなしており，それ以
上の軌間が必要であると認識していた１５）。それ
故，１８３０年代から６０年代にかけて，広軌が国際
的に採用されていた。英国南西部，アイルラン
ド，英国に鉄道調査団を派遣したオランダ（の
ちに標準軌に改軌），フランスの侵攻を防ぐため
に意図的に広軌を採用したといわれるスペイン，
そのスペインとの直通を図ったポルトガル，米
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左：縦列枕木（長枕木）の上に固定された橋形レールの断面図（１８４６年までの主力レール）
右：横列枕木に固定されたヴィニョールの平底レールの断面図（１８４６年以降複線の片側に敷設

されたレール）
出典）Hippel, W., “Bureaucratie” und “Volksvertretung”, “Weltverkehr” und “Particularinteres-

sen”, “Ordnung des Dienstes” und “Klassengesellschaft”. Alltägliches aus den Kinder-
jahren der badischen Eisenbahn, in Hippel, W. u. a. （Hrsg.）, Eisenbahnfieber. Badens 
Aufbruch ins Eisenbahnzeitalter, Uhstadt-Weihler, １９９０.

図１－c　１８４０－１８５５年にバーデン国鉄で使用された枕木とレール



国の技術者の助言を受け入れといわれるロシア，
欧州大陸の鉄道網と接続する必要のない米国南
部や豪州の一部の州などで，様々な軌間の広軌
が導入された１６）（表２）。バーデンと競合関係に
ある，ライン左岸のフランスのアルザス地方の
ストラスブール・バーゼル鉄道（compagnie du 
chemin de fer de Strasbourg à Bâle）でも広軌の
可能性があった。この会社は標準軌（正確には 

１.４４ m）で建設されることになっていたが，工
事着工までは，「標準軌より大きな（supérieur）
軌間」すなわち広軌の使用権も留保していた１７）。
これらの事例から広軌がかなり広範囲に採用さ
れ，１９世紀前半において決して特殊な事例では
なかったことがわかる。

III．　ネットワーク外部性の追求

　『主要報告書』の第２章Ａの中で，軌間の混在
による周辺諸国との接続の不都合（障害）が指
摘されているのもかかわらず１８），バーデンはあ
えて広軌を選択した。その理由は，バーデンが

周辺諸国との接続でネットワーク外部性
（Netzwerkeffekt　Network Externality）１９）を追求
したからである。すなわち，ドイツで広く採用
されていた標準軌のネットワークから意図的に
離脱し，独自のネットワーク形成を企図するも
のであった。ここで言うネットワーク外部性と
は，新規の加入者が既存の加入者に新たな正の
外部効果をもたらすことである。すなわち自己
の便益がネットワークの利用者数に依存してい
る場合（他とつながっていることに意味がある
場合）にネットワーク外部性が作用する。故に
加入者が増加すればするほど加入者の便益（利
便性）は増加することを意味する。ネットワー
ク形成の初期段階では，少数の利用者しか参加
しない。ところが，ネットワーク参加者がある
一定数（臨界点 Critical Mass）を超えると，利
用者が一挙に増大する（なだれ現象）。ゆえに臨
界点に近づけることで潜在的な利用者を獲保で
きる２０）。鉄道の軌間はまさにこの事例に該当す
る。バーデンは，鉄道建設初期に自国と同一軌
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表２　１９世紀から２０世紀中葉における世界各国の軌間

採用国（地域）呼　　称ミリメートルフィート　インチ

英国南西部の GWR（１８３８－１８９２年）ブルネルの超広軌２,１３４ mm７ ′ ０.３ ″

広
　 
　
軌

蘭のHSM（１８３８－１８６６年），NRS（１８４５－１８５５年）１,９４５ mm６ ′ ５ ″
１,８２９ mm６ ′ ０ ″

インドの一部，アルゼンチン等インドゲージ  １,６７６ mm※ æ
　 è

５ ′ ６ ″
スペイン，ポルトガルイベリアゲージ１,６６８ mm
アイルランド，南独（１８４０－１８５５年のバーデン），

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
オーストラリアの一部

アイルランドゲージ１,６００ mm５ ′ ３ ″

ロシア，米国の南部（軌間統一以前）等ロシアゲージ  １,５２４ mm※ æ
　 è

５ ′ ０ ″
１,５２０ mm

英，独，仏，その他の欧州諸国，米国の東部，オー
ストラリアの一部，米国（軌間統一後），中国，朝
鮮，日本（満鉄），カナダ（軌間統一後）など

スチーブンソンゲージ１,４３５ mm４ ′ ８.５ ″標
準
軌

日本（内地），オーストラリアの一部，台湾等  １,０６７ mm※ æ
　 è

３ ′ ６ ″
狭
　
　
軌

南アフリカ（重軌条により標準軌並みの能力）ケープゲージ１,０６５ mm
アフリカの一部，インドの一部，スイスの一部等メーターゲージ１,０００ mm３ ′ ３.４ ″
軽便鉄道用７６２ mm２ ′ ６ ″

６１０ mm２ ′ ０ ″

出典） 岡　雅行，山田俊明（他），『ゲージの鉄道学』，古今書院，２００２年，１０頁の図をもとに筆者が必要事項を
追加して作成。

※軌間の誤差１％以内は実用上ほぼ同一軌間とみなす。
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間の採用を周辺諸国に働きかけた。これは，経
済学的に言えば，ネットワーク利用者を増し，
外部性を高める意図があったものと考えられる。
例えば１８３７年のヘッセンおよびフランクフル
ト・アム・マインとの領邦条約の中で，バーデ
ンと同一軌間を導入するものとした。バーデン
とスイス北部鉄道（Schweizerische Nordbahn）
との交渉では，バーデンの軌間を使用する旨の
取り決めがなされ，実際に一部区間（スイス領
バーデンとチューリヒ）は １,６００ mmの軌間で
建設が始まった。ヴュルテンベルクとの交渉で
も，バーデンの軌間を採用するように働きかけ
ている２１）。加えて，バーデンが自国の軌間を周
辺諸国に働きかけることで，他のネットワーク
に乗り換えるのを防ぎ，自己のネットワークを
維持しようとした。広軌ネットワークの加入者
が増加すればするほど各加入者の便益（利便性）
が増すので，個々の加入者は，得られる利便性
を放棄してまで，別のネットワークに移る意欲
が低下し，現状のネットワークに留まろうとす
る。さらに，ネットワークを乗り換える際の乗
り換え費用（switching cost）２２）を高めようとし
た。ひとたびある特定のネットワークに加入す
れば，別のネットワークに移るのは様々な労力
や金銭すなわち費用（コスト）を必要とする。
この時に生じる乗り換え費用を高めることで，
ネットワーク利用者を既存のネットワークに固
定化（Lock in）させて，他のネットワークに乗
り換えるのを防ごうとする。最初に広軌のネッ
トワークに参加すると，車両や保安設備などを
広軌用に準備する必要がある。この初期投資が
大きければ大きいほど，標準軌のネットワーク
に移る際の改修費用が大きくなり，乗り換えを
断念する。バーデンが自国と同一軌間の採用を
周辺諸国に働きかけたのは，広軌のネットワー
クが持つ外部性を利用したり，乗り換え費用を
高めることで，広軌から標準軌への乗り換えを
防ぎ，広軌のネットワークを維持しようとした

からである。確かに，のちに広軌を標準軌に改
軌する際に下院で指摘されたように，バーデン
は広軌の技術的優位性ゆえに自然に広軌への加
入者が増えるだろうと期待していたが２３），自ら
のネットワークへの加入者を増すための努力を
怠っていなかった。しかも１８５０年代以前のドイ
ツの鉄道は，全国を覆うネットワークを形成し
ておらず，少数の都市間および都市とその近郊
を結ぶだけであり，軌間の相違による接続の不
便さや積み替えの手間などの不都合を感じるこ
とはほとんどなかった。それ故，バーデンが，
領邦間のネットワークの接続を真剣に考える必
要は少なく，独自のネットワーク形成を目指す
ことは合理的であった。
　ネットワーク外部性の追求は，軌間を巡る
「事実上の標準（デファクト・スタンダード de 
facto standard）」を巡る競合も意味した。「標準
軌」と「広軌」の競争で，周辺国をいかに自ら
の規格内に取り込むか，いかに多数派を形成す
るかが問題になった。英国のゲージ戦争
（gauge war）２４）と同様に，これを巡ってドイツ
では激しい駆け引きすなわち「ドイツ版ゲージ
戦争（Spurweitenkrieg in Deutschland）」が１９世
紀前半から中頃にかけて生じた。バーデンとヘッ
セン，フランクフルト・アム・マイン，ヴュルテ
ンベルク，スイス北部鉄道との間の交渉をこの
脈絡で理解することができる。さらに，標準軌を
採用したプロイセンのライン鉄道（Rheinische 
Bahn）と，広軌（１,９４５ mm　６フィート５イ
ンチ）を採用したオランダのライン鉄道 

（Nederlansche Rhijnspoorweg-Maatschappij以
下 NRSと略す）との交渉２５）も「ドイツ版ゲー
ジ戦争」の一齣である。これらの事例では，広
軌網と標準軌網の間で，互いの加入者を増やそ
うとする争いが見られた。最終的に広軌が敗れ，
標準軌がドイツおよび西ヨーロッパで「事実上
の標準」となる。
　バーデンは，領邦利害（Landesinteresse）と
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図２　１８４０－１８５５年のバーデン鉄道網



してドイツならびに欧州規模での通商路の確保
とその迂回の防止に関心があったので，通商路
の支配により，周辺諸国に広軌が拡大すること
を期得していた。オランダからプロイセン，
バーデンを経てスイスに至る南北通商路，フラ
ンスからバーデンやヴュルテンベルを経由して，
バイエルン・オーストリアに至る東西通商路の
確保を考えていた。そればかりか，バーデンは
中欧（Mitteleuropa）全体に鉄道が敷設される
ことを想定して，そのネットワークの中でバー
デンが通商路の要になろうとした。また，ライ
ン左岸との競合，すなわちアルザスやバイエル
ン領プファルツの鉄道建設に強い関心と危機感
を有しており，それらの動向をチェックしてい
た。フランクフルトからダルムシュタットを経
て，ライン左岸のバイエルン領プファルツに渡
り，ストラスブールを経由してスイスのバーゼ
ルに至るルートが完成すれば，バーデンを通過
する通商路は迂回されてしまう２６）（図２）。この
ように，バーデンは領邦利害として通商路とそ
の迂回の防止に関心を抱く一方で，中欧に張り
巡らされる鉄道網の中で通商路に要になるとい
う戦略を有していたからこそ，通商路の確保に
より周辺諸国がバーデンの軌間に従うと確信し
ていた。
　確かに，鉄道建設初期から標準軌を採用して
いたら周辺諸国との接続という意味で合理的で
あったとの見解があるが，しかし，どの技術や
規格が生き残り，市場を支配するかは予想が困
難であり，標準軌採用が合理的であったとの見
解は事後主義的見方である。むしろ当時の機関
車製造の技術水準や製造業者の意識，維持費や
安全性，ドイツにおける鉄道網の発展具合から
すれば，広軌の選択に一定の合理性があった。
さらに，欧州なかんずくドイツの主要幹線以外
の，交通需要の少ない路線では，標準軌でも性
能が過大であり，むしろ１９世紀後半に登場する 

１,０６７ mmや １,０００ mm（メーターゲージ）の狭

軌こそが適切であった２７）。史実では広軌よりも
技術的に劣る，中途半端な規格である標準軌が
ロシアやイベリア半島を除く欧州で普及してし
まったが，もしヘッセン，ヴュルテンベルク，
プロイセンやスイス北部鉄道が，広軌の技術的
可能性を見抜き，それぞれの領邦利害を抑えて，
バーデンの軌間を採用していれば，広軌が南ド
イツの「事実上の標準」を形成することになり，
その後のドイツ語圏での鉄道標準の獲得競争を
リードしていた可能性がある。加えて，オラン
ダからプロイセン，バーデンを経てスイスに至
る東西通商路ならびにフランスからバーデンや
ヴュルテンベルを経由して，バイエルン・オー
ストリアに至る東西通商路が広軌規格で実現し
ていたら，１９世紀中葉から後半にかけて欧州内
での貨客輸送の増大や１９世紀末から２０世紀前半
の蒸気機関車の高速化に，さらには２０世紀後半
から２１世紀にかけての欧州規模での旅客鉄道と
貨物輸送の高速化にも，貢献していたかもしれ
ない。

お　わ　り　に

　本稿では，これまで考察してきた如く，バー
デンの広軌採用は，誤った選択などではなく，
むしろ鉄道システムの選択的受容，広軌の経済
性・安全性，当時の技術水準や技術の予見性，
ネットワークの発達状況の観点から，１９世紀前
半では合理性を有していたこと，およびバーデ
ンが，ネットワーク外部性の追求の観点から，
広軌の使用とその普及を戦略的に企図したこと
を，一次史料に依拠して実証的に明らかにした。
決してバーデンが非合理的で愚かな決定を下し
たのではなくて，むしろプロイセンや他のドイ
ツ諸邦が非合理的であった。なぜならドイツ全
体で広軌を拡大する絶好の機会を逸してしまっ
たからである。
　しかし本稿では，なお次の点が解明されてい
ない。まず，広軌採用の戦略を規定する上位概
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念としての鉄道政策（Eisenbahnpolitik）の全貌
の解明，およびそれと広軌採用の戦略との関連
性の問題である。次いで，列車の運行上必要な
蒸気機関車や車両の国産化とその乗務員の訓練
が広軌戦略の中にどのように位置づけられるの
かという問題，さらに，広軌支持者である官僚
ネベニウス（Nebenius）や軍部が広軌採用にど
のように関与したのかという問題である２８）。本
稿での考察は，バーデンの広軌採用に関する既
存の解釈の見直しを迫るとともに，鴋澤歩がプ
ロイセンの研究事例で近年明らかにしたよう
に２９），ドイツ鉄道史における技術選択の多様性
と技術収斂の道筋の一例を示す。その際プロイ
センの事例のみで性急な一般化をするのではな
く，バーデンのような中小領邦の事例を取り込
むことで，より多面的な理解が可能になる。ま
た，プロイセン主導による，ドイツ全体に及ぶ
鉄道技術の標準化（規格化）の過程で，バーデ
ンの広軌が持つ意義すなわちもう１つの選択肢
（広軌）の提示と広軌普及の可能性を改めて問う
ことにもつながる。さらに，バーデン南部が，
国境線を跨いで，フランスのアルザス地方南部
やスイスの北西部と１つの地域経済圏を構成し
ていたとする見解３０）を考慮するならば，バーデ
ンの広軌採用の戦略性を，フランスやスイスの
鉄道建設との関連で，国際的な視座から考察す
る必要がある。同時に，この考察が当該経済圏
の経済的連関を逆に照らし出す「灯り」の役割
を果たすかもしれない。

　なお本稿の成果の一部は，平成２１年度広島経済大学
特定個人研究費の助成を受けて行われたものである。
ここに記して深く謝する。

注

 １） 戦前から２０００年代までの，日独におけるドイツ
鉄道史の研究史については，山田徹雄や鴋澤歩の
秀逸なサーベイに簡潔に纏められている。山田徹
雄，「研究史と課題の設定」，『ドイツ資本主義と鉄
道業』，日本経済評論社，２００１年，１－２１頁および

鴋澤歩，「ドイツ工業化論と鉄道・再考」，『ドイツ
工業化における鉄道業』，有斐閣，２００６年，２－２２
頁を参照。これらを見ると，やはりプロイセンや
バイエルンといった大規模な領邦の業績が多いの
に気づく。特にプロイセンの鉄道史については，
本稿との関連で，鉄道技術の導入とその標準化の
観点から，鴋澤歩，「初期鉄道業における統一の試
み─プロイセン王国鉄道業の位置づけ─」，同上
書，第５章が重要である。さらに米国の研究事例
だが，プロイセンにおける米国型鉄道技術の導入
とその挫折に関して，Dunlavy, C. A., Early 
Railroads in the United States and Prussia, New 
Jersy, １９９４を参照。バイエルンについても，バイ
エルンへの鉄道技術の導入に関して論じた，
Dentinger, S., Bayerns Weg zur Eisenbahn: 
Joseph von Baader und die Frühzeit der 
Eisenbahn in Bayern, St. Ottilien, １９９７が挙げられ
る。

 ２） ドイツでは，Müller, K., Die badische Eisenbahnen 
in historisch-statistischer Darstellung, Heidelberg, 
１９０４.（home page version），Kunzemüller, Die 
badischen Eisenbahnen １８４０–１９４０, ２. Aufl., Freiburg, 
１９５３., Enzweiler, H. J., Staat und Eisenbahn: 
Bürokratie, Parlament, und Arbeiterschaft beim 
badischen Eisenbahnbau １８３３–１８５５, Frankfurt am 
Main, １９９５.，Fremdling, R.; Eisenbahn und deutsches 
Wirtschaftswachstum １８４０–１８７９ Ein Beitrag zur 
Entwicklungstheorie und zur Theorie der 
Infrastrukutur, Dortmund, １９７５.，Hippel, W., 
“Bureaucratie” und “Volksvertretung”, “Weltverkehr” 
und “Particularinteressen”, “Ordnung des Dienstes” 
und “Klassengesellschaft”. Alltägliches aus den 
Kinderjahren der badischen Eisenbahn, in Hippel, 
W. u. a.（Hrsg.）, Eisenbahnfieber. Badens Aufbruch 
ins Eisenbahnzeitalter, Uhstadt-Weihler, １９９０など
が挙げられる。日本では，小笠原茂，「１９世紀バー
デンにおける鉄道政策の展開」，『立教経済研究』，
第５５巻２号，２００１年，２３－５１頁，山田徹雄，『ド
イツ資本主義と鉄道業』，日本経済評論社，２００１年
および拙稿，「１９世紀中葉西南ドイツにおける鉄道
建設―バーデン大公国の事例」，『広島経済大学創
立四十周年記念論文集』，２００７年を参照。

 ３） このような見解に立つものとして，ドイツでは，
Müller, K., a. a. O., Kunzemüller, A., a. a. O., Enzweiler, 
H. J., a. a. O., およびHippel, W., a. a. O.などが挙げ
られる。日本では，小笠原茂，前掲論文および山
田徹雄，前掲書がある。

 ４） GLA２４１. Nr２２, Hauptbericht erstattet von der 
Commission, welche zum Studium der Eisenbahn 
nach England abgesendet worden ist, １８３９.

 ５） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.
 ６） 軌間（ゲージ）とは，「左右レールの頭部上面か
ら鉛直方向に１６ミリ以内の最短内面距離」つまり
２本の軌条（レール）の間の内側の距離のことで
ある。岡雅行，山田俊明（他），『ゲージの鉄道
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学』，古今書店，２００２年，２－３頁。世界的に標準
軌 １,４３５ mm以上を広軌，それ以下を場合狭軌と
区別する。１８５０年代までは，この意味での狭軌は
出現しておらず，標準軌を（広軌と比較して）相
対的に狭軌（Schmalspur narrow gauge）と呼称し
ていた。斎藤晃，『蒸気機関車２００年史』NTT出
版，２００６年，７０頁および１１７頁を参照。『主要報告
書』でも標準軌を狭軌と呼称している。GLA２４１. 
Nr２２, AbteilungⅡA.

 ７） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.
 ８） アイルランドの鉄道建設委員の見解では少なく
とも６フィート２.５インチの軌間が必要であるとし
た。しかしバーデンの調査委員会は，その見解を
根拠が不十分であると考えていた。また性能面に
見合う利益を保証するか議論の余地があるとして，
ブルネルの超広軌に関しても疑問を呈している。
GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.

 ９） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.但し橋形レール
は，のちに横列枕木に圧延レールを固定したヴィ
ニョール（vignor）の平底レールに置換された。
その理由は，軸重１２トン程度しか耐えられない橋
形レールでは列車の長編成化に対応できなかったか
らである。Hippel, a. a. O. S. ２３４.

１０） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡB.
１１） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅣ.
１２） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.
１３） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA. １８４５年に英国で軌
間の統一を図る王立委員会が実施した走行試験の
際，GWRの技師グーチ（D. Gooch）が製作した
広軌仕様の機関車とロバート・スチーブンソン
（R. Stephenson）が製作した標準軌（当時の呼称
では狭軌）仕様の機関車がそれぞれ特定の路線で
速度を競い合ったが，広軌の機関車の最高速度が 
９６ km/h，標準軌の機関車のそれが ８６ km/hであ
り，広軌の優位性は歴然としていた。しかしなが
ら委員会は敷設距離が１０倍長い標準軌の採用を決
めた。

１４） Müller, K., a. a. O., SS. ２５–２７. 軌間，軌道構造な
どの選択的受容の際，バーデンが有する情報収
集・分析能力（インテリジェンス Intelligence）の
役割が重要である。この能力の中に，人的情報収
集能力（ヒューミント HUMINT）と公開情報収集
能力（オシント OSINT）などが含まれる。特に
ヒューミントは，英国の機関車製造業者からの聴
聞や現地視察の際に見られ，オシントは鉄道技術
誌や委員会報告書の読み込みの際に活用された。
これらの能力はバーデンの鉄道システムの選択的
受容の際に貴重な情報をもたらした。今後バーデ
ンにおける鉄道システム導入時のインテリジェン
スの解明が期待される。インテリジェンスの定義
と活用については，北岡元，『インテリジェンス入
門利益を実現する知識の創造』，慶應義塾大学出版
会，２００３年を参照。

１５） GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡAおよび斉藤晃，『蒸
気機関車２００年史』，NTT出版，２００６年，第５章お

よび第７章を参照。
１６） 斎藤晃，同上書，７１－７３頁。
１７） Archives Départementales du Haut- Rhin
（ADHR） ５S ６６, Dispositions principales des 
ouvrages les plus importans, et appreciation 
sommaire des dépenses, in: Avant- projet d’un 
chemin de fer de Strasbourg à Bâle demamdé en 
concession pour mm. Nicolas Koechlin et Frère, ２e 

Edition, Mulhouse, １８３８, p. １５. および Bulletin des 
Loi, No. ５５９, １８３８.

１８） 周辺諸国との接続には標準軌のほうが都合が良
いが，ヘッセンやフランクフルト・アム・マイン
との領邦条約でバーデンとの同一軌間の採用が決
まっている以上，広軌の採用によって軌間の混在
による不都合が生じるだろうとの認識がすでに条
約締結時にバーデン当局に認識されていた。
GLA２４１. Nr２２, AbteilungⅡA.

１９） ネットワーク外部性については，クルーグマン，
ウェルス，大山道広，石橋孝次（他訳），『クルー
グマンミクロ経済学』，東洋経済新報社，２００７年，
６３５－６５０頁およびヴァリアン，佐藤隆三（監訳）
『入門ミクロ経済学』，勁草書房，２００７年，５９２－５９８
頁を参照。クルーグマンは，ある限人の限界便益
がそれを使う他の人の数次第で決まる例として米
国の初期の鉄道路線を挙げている。クルーグマン，
同上書，６３６頁。ヴァリアンは個人の支払許容額が
ネットワーク利用者の数に依存することを簡単な
数式モデルで示している。ヴァリアン，同上書，
５９２–５９８頁を参照。

２０） クルーグマン，ウェルス，同上書，６３５－６４１頁。
２１） Schäfer, O., Die badische Eisenbahnpolitik von 
１８３３–１８９０, in: Archiv für Eisenbahnwesen, Jg. 
１９３５, SS., １３３７ １３４５.この際北部鉄道では，ヴァル
ツフートでバーデン国鉄と接続することはバーデ
ンの軌間の採用することにつながるとの懸念が生
じていた。Eisenbahn-Zeitung, Nr. １０６ １８４５, S. ３４８.

２２） 乗り換え費用（switching cost）については，
ヴァリアン，『入門ミクロ経済学』，勁草書房，
２００７年，５８９頁を参照。１８５４－５５年にバーデンが
改軌した際の乗り換え費用は約１６０万グルデンに達
し，複線 ２０３ km，単線 ７９ kmの線路を張り替え，
６６台の機関車と１,１１３両の車両の台車を交換する労
力を要した。GLA２３１. Nr１２４７: Gesetzentwurf, die 
Abänderung der Spurweite der Grossherzoglichen 
Eisenbahn betr. １８５４.

２３） GLA231, Nr1247: Gesetzentwurf, die Abänderung 
der Spurweite.

２４） １８３８年の GWRの開通後にブルネルの超広軌が
次第にブリテン島南西部に拡大してゆき，標準軌
（当時の呼称は狭軌）と接することになった。二つ
の軌間の接点では，乗客の乗換えや貨物の積み替
えの不都合が生じ，社会的にも大きな問題になっ
た。１８４５年に政府は軌間を統一すべく軌間委員会
を設置し，どちらのゲージがふさわしいかを検討
させた。翌年軌間法（gauge act）を制定して，狭
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軌すなわちスチーブンソンが広めたゲージをブリ
テン島の標準と定めた。但し既存の GWRの路線
とブリテン島の南西部に関しては例外として，広
軌を追認した。またアイルランドの軌間は，１,６００ 
mm ＝５フィート３インチとされた。英国のゲー
ジ戦争については，湯沢威，『イギリス鉄道経営
史』，日本経済評論社，１９８８年，および斉藤　晃，
同上書，第５章を参照のこと。この軌間委員会の
動向をすでに１８４５年の時点でバーデンの隣邦ヴュ
ルテンベルクは把握しており，広軌の将来性がな
いと判断した上でバーデンの今後の動向に関心を
寄せている。Eisenbahn-Zeitung, Nr ３, １８４５, SS. 
１７–１８.

２５） 運河網の発達したオランダでは鉄道建設に反対
する勢力もあったが，鉄道建設の遅延による通商
路の迂回を懸念した国王は鉄道技術導入のために
英国に官僚を派遣して広軌の導入を決めた。
Veenendaal, A. J. Jr., Railways in the Netherlands: 
A Brief History １８３４–１９９４, New York, ２００１, SS., 
７–２５.オランダの鉄道法では，すべての国内鉄道会
社に，アムステルダムからユトレヒトを経由して
アルンヘムに至るライン鉄道で採用されている軌
間（すなわち広軌）の採用を義務付けていたが，
他方で越境する鉄道会社は，軌間の幅を関係諸国
との間で締結される条約に従うこととした。
Eisenbahn-Zeitung, Nr ４４, １８４５, S. ３７２。１８５５年に
NSRもプロイセンとの連絡のため広軌から標準軌
に改軌した。オランダでは NRSのほかに，私鉄の
オランダ鉄道（Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij HSM）が 広 軌（１,９４５ mm ＝ ６
フィート５インチ）を採用した。この会社は，
１８３８年から，NRSよりも長く１８６６年まで広軌を採
用した。Veenendaal, A. J. Jr., a. a. O., SS., ９–１２.

２６） GLA２３１. Nr１２３６: Gesetzentwurf, die Anlage einer 
Eisenbahn von Mannheim nach der bisherigen 
Grenze betr.; Beilage: Commissionsbericht über 
den Art１. des Gesetzentwurfs wegen Erbauung 
einer Eisenbahn von Mannheim bis zur 
Schweizergrenze bei Basel. １８３８.

２７） 斎藤晃，同上書，第７章を参照。地盤が強固な
欧州では，南アフリカと同様に重軌条により標準
軌と同じ能力を出すことが可能である。

２８） ネベニウスが広軌を支持した理由については，
Enzweiler, a. a. O., SS. 92–93を参照。

２９） 鴋澤歩，「初期鉄道業における統一の試み」，前
掲書，有斐閣，２００６年，第５章。特に１２０－１２２頁
以降を参照。

３０） 黒澤隆文，『近代スイスの形成─地域主権と高ラ
イン地域の産業革命』，京都大学出版会，２００２年，
第６章第２節第２項および第３項を参照。
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